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抄録
　日本においては第二次世界大戦以前より年金保険及び医療保険制度が運営されてきたが，農業従事
者や自営業者などのインフォーマルセクターの一部は未加入にあった．戦後の高度経済成長の中でイ
ンフォーマルセクターの問題を解消すべく，₁₉₆₁年に年金及び医療の国民皆保険を達成した．皆保険
制度導入後の日本の歴史は，まさに高齢化対策の歴史と重なるものである．
　日本は介護保険制度導入後も，超高齢社会のニーズにより適うためにケアの統合とプライマリケ
ア・地域医療の強化を図っており，2₀₁₄年には「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進す
るための関係法律の整備等に関する法律」が成立した．この法律は可能な限り住み慣れた地域で，自
分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう，地域の包括的な支援・サービス提供体制

（地域包括ケアシステム）の構築を推進している．
　また，老年学及び老年医学の分野においてFrailty（フレイル）の概念が重要になってきている．
Frailty（フレイル）とは高齢期によく見られる症候群であり，転倒，生活機能障害，入院，死亡など
の転帰に陥りやすい状態である．Fraily（フレイル）を経て要介護状態になる高齢者が多く，その対
策は地域包括ケアシステムの新たな重要課題である．厚生労働省は2₀₁₆年度より高齢者のフレイル対
策を新たに実施する．
　地域包括ケアシステムを構築し，各地域においてその質を向上させるためには，現在の地域資源の
みならず，環境の変化により今後生まれてくる未来の地域資源をも戦略的に活用することが非常に重
要になる．また同時に，地域資源の情報と実際のケアを結びつけるためのコーディネート機能の強化
も必要となる．地域社会処方箋は，地域包括ケアシステムにおける非専門的サービスと専門的サービ
スを繋げる戦略的マネジメントツールである．同時にそのツールを活用することにより，地域資源の
コーディネート機能を強化することができる．
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I. 地域社会処方箋の考え方

₁ ．日本の高齢化対策
　日本においては第二次世界大戦以前より年金保険及び
医療保険制度が運営されてきたが，農業従事者や自営業
者などは未加入であった．戦後の高度経済成長の中でこ
の問題を解消すべく，₁₉₆₁年に年金及び医療の国民皆保
険を達成した．高齢社会（高齢化率₁₄％超）に到達する
前に国民老人福祉法を制定し，その後も老人医療費の無
料化及びその見直し，老人保健法の施行，ゴールドプラ
ンそして新ゴールドプランを実施した．また2₀₀₀年には
介護保険法を施行し，その後超高齢社会（高齢化率2₁％
超）を迎えている．わが国の皆保険制度導入後の歴史は，
まさに高齢化対策の歴史と重なるものである [₁]．
　日本は，諸外国に例をみないスピードで高齢化が進行
している．₆₅歳以上の人口は，現在₃,₀₀₀万人を超えて
おり（国民の約 ₄ 人に ₁ 人），2₀₄2年の約₃,₉₀₀万人で
ピークを迎え，その後も，₇₅歳以上の人口割合は増加し
続けることが予想されている．このような状況の中，団
塊の世代（約₈₀₀万人）が₇₅歳以上となる2₀2₅年以降は，

国民の医療や介護の需要が，さらに増加することが見込
まれている．厚生労働省は，2₀2₅年を目途に，高齢者の
尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで，可能な限
り住み慣れた地域で，自分らしい暮らしを人生の最期ま
で続けることができるよう，地域の包括的な支援・サー
ビス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進し
ている．
　2₀₁₄年成立した「地域における医療及び介護の総合的
な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法
律」は，①医療と介護の連携強化，②地域包括ケアシス
テムの構築と費用負担の公平化，③地域における効率的
で質の高い医療提供体制の構築などを通じて，持続可能
な社会保障制度の確立を図ることを目的としている．具
体的には地域包括ケアシステムの ₅ つの構成要素である

「予防」「医療」「介護」「住まい・住まい方」「生活支援・
福祉サービス」をうまく組み合わせて高齢者の在宅での
生活を支えることを目指している．ここでは「予防」「医
療」「介護」の専門的サービスと「住まい・住まい方」

「生活支援・福祉サービス」の非専門的サービスを，地
域特性を反映させた上で実際に繋げる方法が必要となる．

Abstract
　Pension and medical insurance schemes were operated in Japan since before World War II, but some 
people in the informal sector were not covered. Amid rapid economic growth after the war, the 
government sought to solve this problem, and universal insurance coverage was introduced in 1961. 
Japanʼs history after the introduction of universal insurance coverage overlaps with the history of aging 
countermeasures.
　The government has been continuing its efforts to integrate care to meet the needs of a super-aged 
society and to strengthen primary care and community medicine, enacting the Re-arrangement of 
Relevant Acts for Promoting the Comprehensive Provision of Medical and Nursing Care in Communities 
in 2014. This act promotes the building of community-level comprehensive support and service setups 
(which is to say community-level comprehensive care systems) so that, as far as possible, people can 
continue to live in their own way and in familiar surroundings until the end of their lives.
　On the other hand, the concept of frailty has become more important in gerontology and geriatric 
medicine. Frailty is a common clinical syndrome in older adults that carries an increased risk for poor 
health outcomes including falls, incident disability, hospitalization, and mortality. There are many elderly 
people becoming the need of nursing care via frailty. The frailty measures are new important issues in 
the integrated community-based care system. Ministry of Health, Labour and Welfare will work on frailty 
measures of the elderly from fiscal 2016.
　In order to structure the integrated community-based care system and to improve the quality of 
comprehensive care in the regions, it is critical to strategically use the regional activities that presently 
exist in each local region as well as new regional resources that might be created out of changes in the 
social environment in the future. 
　At the same time, it is likewise necessary to strengthen the coordinating functional capability to link 
information-based support to the specific care services. Social and community prescription is a strategic 
management tool that links the non-specialized service to the specialized service of the integrated 
community-based care system. We can strengthen the coordinating function by building up the system 
of social and community prescription.

keywords: social and community prescription, ageing, frailty, integrated community-based care system, 
regional resources

(accepted for publication, 28th March 2016)



熊川寿郎，森川美絵，大夛賀政昭，大口達也，玉置洋，松繁卓哉

138 J. Natl. Inst. Public Health, 65（2）: 2016

₂ ．新たな課題：Frailty（フレイル）
　Frailtyは今日の老年医学において最も重要なテーマの
₁ つである．この日本語訳についてこれまで「虚弱」が
使われているが，「老衰」，「衰弱」，「脆弱」といった日
本語訳も使われることがあり，“加齢に伴って不可逆的
に老い衰えた状態” といった印象を与えてきた．また，

「虚弱」ではFrailtyの持つ多面的な要素，すなわち身体的，
精神・心理的，社会的側面が十分に表現できていない．
このような学術的背景により，平成2₆年 ₅ 月に日本老年
医学会はFrailtyの日本語訳を「フレイル」と改めた [2]．
　Frailty（フレイル）とは高齢期に生理的予備能が低下
することでストレスに対する脆弱性が亢進し，生活機能
障害，要介護状態，死亡などの転帰に陥りやすい状態で，
筋力の低下により動作の俊敏性が失われて転倒しやすく
なるような身体的問題のみならず，認知機能障害やうつ
などの精神・心理的問題，独居や経済的困窮などの社会
的問題を含む概念である．Frailtyにはしかるべき介入に
より再び健常な状態に戻るという可逆性が包含されおり，
早期に発見し適切な介入をすることにより，生活機能の
維持・向上を図ることが期待できる．
　2₀₀₁年にはFriedらは①体重減少，②主観的疲労感，
③日常生活活動量の減少，④身体能力（歩行速度）の減
弱，⑤筋力（握力）の低下の ₅ 項目中の ₃ 項目が当ては
まればフレイルとし， ₁ ～ 2 項目が当てはまる場合はフ
レイル前段階とする診断基準を提案した [₃]．しかしな
がら，その定義，診断基準については各国で議論が続い
ており，未だ世界的なコンセンサスが得られていない．
その一方で，世界各国において高齢化が進んでいること
を背景に，Frailty（フレイル）のスクリーニング法や介
入法に関する関心が次第に高まっている．
　高齢者においては生理的予備能が少しずつ低下し，恒
常性が失われていく．わが国においては今後人口増加が
見込まれる後期高齢者（₇₅歳以上）の多くが，Frailty（フ

レイル）という中間的な段階を経て，徐々に要介護状態
に陥ると考えられている．このことは今日の公的保険制
度等の枠外において，新たに食事や運動などにより
Frailty（フレイル）の予防に戦略的に取り組む必要があ
ることを示唆している．Frailty（フレイル）を予防でき
れば，高齢者のQOL向上を図ることが可能となり，介
護に関わる費用の減少も期待できる．

₃ ．Social and Community Prescription （地域社会処
方箋）

　ここではSocial and Community Prescription （地域社会
処方箋）を，わが国の掲げている地域包括ケアシステム
における「予防」「医療」「介護」の ₃ つの専門的サービ
スと「住まい・住まい方」「生活支援・福祉サービス」
の 2 つ非専門的サービスを，地域特性を反映させた上で
結びつける戦略マネジメントツールと定義する．「測定
できないものはマネジメントできない」という箴言は，
わが国の地域包括ケアシステムのマネジメントにも当て
はまる．すなわち，地域包括ケアシステムをマネジメン
トするためには，それを構成する ₅ つの要素について，
それぞれの要素に属するサービスを体系的に分類し，さ
らにそれらを結びつけるプロセスを数値化する必要がある．
　地域包括ケアシステムにおける「予防」「医療」「介護」
の ₃ つの専門的サービスは，わが国においては医療保険
制度や介護保険制度などの公的な枠組みに属している．
これらの専門的なデータは国，地方自治体，保険組合，
医療機関，介護施設などが電子化されたデータとして保
有しており，これらのデータを突合させ総合的にデータ
分析を行う戦略がすでに実行されつつある．その一方で，

「住まい・住まい方」「生活支援・福祉サービス」の 2 つ
非専門的サービスについては，それらに関連する地域の
重要な社会資源の把握が不十分であり，さらにそれらの
社会資源がどのように活用されているかについての情報

図 ₁ 　地域包括ケアシステムと地域社会処方箋
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も体系的に分類・整理されていない．
　したがって，地域包括ケアシステムをマネジメントし
てその成果を確実に引き出すためには，まずは「住ま
い・住まい方」「生活支援・福祉サービス」の非専門的
サービスについて，地域における社会資源の実態を明ら
かにし，それらを比較可能な電子化データとして体系的
に分類・整理する必要がある．そのことにより「住ま
い・住まい方」「生活支援・福祉サービス」の非専門的
サービスのあり方を数値として把握することが可能とな
り，すでに数値化されたデータを有する「予防」「医療」

「介護」の専門的サービスと突合させ，地域包括ケアシ
ステムを真に包括的に分析することができる（図 ₁ ）．

₄ ．英国におけるSocial Prescription（社会処方箋）
　2₀₀₆年に，英国保健省は長期の慢性疾患を有する患者
を対象にSocial Prescription（社会処方箋）の導入を提
案した．その目的は，地域のボランタリーセクターやコ
ミュニティセクターとの連携によって医療と社会的ケア
の統合を促進することにあった [₄]．つまり，英国にお
けるSocial Prescription（社会処方箋）とは，既に慢性
疾患を持つ人々の健康が悪化することを予防し，費用が
かさむ専門家の治療を減少させるサービスをコミュニ
ティ内にある非医療的な支援を提供する協力者に委託す
ることを意味している．英国においては，2₀₀₆年に以降
数多くのSocial Prescription（社会処方箋）のパイロッ
ト事業が展開されているがいずれも小規模なものであり，
また地域により取り組む姿勢に大きな格差がある．
　2₀₁2年 ₄ 月から2₀₁₄年 ₃ 月に実施された，慢性疾患患
者の非医療的ニーズに対応するGeneral Practitioner（一
般開業医）の能力を高めることを目的としたロザラム社
会処方箋パイロット事業はロザラム市の全域をカバーす
るもので，この種のパイロット事業としては最大規模の
ものである．この事業の成果として，病院における治療
の削減効果が示唆されたとの報告がある．その内容は社
会処方箋サービスを紹介する ₆ か月前から ₆ か月後まで
のデータが利用できる₁₆₁名の患者群を対象に，紹介の
₆ か月前と比較して①事故および救急来院は2₁％減少，
②入院は ₉ ％減少，③外来予約は2₉％減少というもので
ある．このことが直接的に社会処方箋によるものとはい
えないが，このサービスが長期的に見てリソースの削減
に影響を持つ可能性があるという肯定的なサインである
と解釈されている [₅]．
　その一方で，2₀₁₅年に英国ヨーク大学のCentre for 
Reviews and Dissemination （レビュー普及センター）か
ら “Evidence to inform the commissioning of social 
prescribing” というレポートが報告されている [₆]．こ
の中で，2₀₁₅年の 2 月時点でソーシャル プリスクライ
ビング プログラムのコミッショニングについて参考と
なる質の高いエビデンスはほとんど集まっておらず，ま
た存在するエビデンスのほとんどがパイロット事業の評
価を示しているだけで，プロジェクトが成功したのかあ

るいは失敗したのかを判断するための詳細な情報が欠落
しており，プロジェクトの費用対効果に関するエビデン
スが不足していると報告している [₆]．

II. 日本における生活支援ニーズを充足するた
めのサービス提供システムの視点

₁ ．日本における生活支援ニーズへの互助活用
　本節では，高齢化に伴いわが国が直面する地域住民の
生活支援ニーズの増加という課題とこれに対応するため
のサービス提供システムの視点について検討を行う．
　まず，日本の社会的課題として，単身や夫婦のみの高
齢者世帯，認知症の高齢者が増加があり，そのような中
で，高齢者の生活の全体を支えるためには，介護保険制
度や医療保険制度などの社会保障制度で提供されるサー
ビスでは解決が困難な日常的な生活支援を何らかの方法
で提供する仕組みを構築する必要がある．
　例えば，「一人暮らし高齢者・高齢者世帯の生活課題
とその支援方策に関する調査 [₇]」によれば，一人暮ら
し高齢者世帯が生活行動の中で困っていることは，「家
の中の修理，電球交換，部屋の模様替え」「掃除」「買い
物」「散歩・外出」「食事の準備・調理・後始末」「通院」

「ごみ出し」など多様なものが挙がっている．
　こうした状況に対し，社会保障制度改革国民会議[₈]
は，「2₁世紀（2₀2₅年）日本モデル」の社会保障，特に
医療・介護・福祉・子育てについて，「住民主体のサー
ビスやボランティア活動など数多くの資源が存在する．
こうした家族・親族，地域の人々等の間のインフォーマ
ルな助け合いを『互助』と位置づけ，人生と生活の質を
豊かにする『互助』の重要性を確認し，これらの取組を
積極的に進めるべき」「地域の『互助』や，社会福祉法人，
NPO等が連携し，支援ネットワークを構築して，こう
した高齢者が安心して生活できる環境整備に取り組むこ
とも重要である．」と，インフォーマルケアの活用の必
要性を述べている．
　他方で，インフォーマルケアは，フォーマルケアの代
用品として使われやすく，ケアを共有するパートナーと
してはみられないという報告もある [₉, ₁₀]．近年のイン
フォーケアの活用にむけた政策動向に対し，全国社会福
祉協議会は，「財源不足による公的サービスの抑制によ
る不足分をインフォーマルに期待する動きをけん引しか
ねず，安易な住民頼み，地域社会頼みが起こらないよう
に，自治体・住民，関係者間で十分な協議が必要である」
と警鐘を鳴らしている [₁₁]．

₂ ．インフォーマルケアのサービス提供システムへの活
用に向けた政策的動向

　インフォーマルケアのサービス提供システムへの活用
に向けた具体的方策に関する近年の政策的動向としては，
厚生労働省が2₀₀₈年にこれからの地域福祉のあり方に関
する研究会を組織し，今後の住民活動の組織化やその活
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用のあり方を提言が示した [₁2]．そこでは，「地域福祉
コーディネーター」の配置を提言し，住民活動で発見さ
れた生活課題の共有化，社会資源の調整や開発，様々な
地域の活動間のネットワーク形成と専門的な対応が必要
な問題を抱えたものに対し，問題解決のためのコーディ
ネートを行う人材の必要性が述べられている．
　また，介護保険制度の見直しにおいても「 ₁ ．地域包
括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の見直し」
として，「（ ₄ ）生活支援サービスの充実・強化」がうた
われた [₁₃]．第 ₆ 期介護保険事業計画がスタートする平
成2₇年度からは，地域のニーズと地域資源のマッチング
などを行うコーディネーターの配置や協議体の設置等を
通じ，生活支援サービスを担う事業主体の支援体制の充
実・強化が図られているところである．

III. インフォーマルケア・地域資源の活用方法
論の構築にむけた研究

₁ ．基本的視点
　生活支援ニーズへの対応により地域包括ケアの質向上
を図るためには，地域社会に既に存在する地域資源，及
び今後社会環境の変化から生み出される新たな地域資源
をインフォーマルケアとして戦略的に活用する視点が重
要である．このためには，地域資源に関する情報の収集・
更新，有効活用にむけた情報の加工と共有が必要であり，
さらには，地域資源情報を具体的なケアに結びつける
コーディネートについても強化される必要がある．
　しかしながら現状において地域包括ケアの質向上に資
する「地域資源情報」は，必ずしも体系的に整理されて
おらず，地域社会では，多様な組織・団体が，地域住民
の健康づくりのレベルから地域社会の再構築に至るまで
非常に幅広く活動している状況にある．
　地域資源情報を支援に結び付けるコーディネート機能
を担う代表的機関 ₁ として，全国の市町村に存在する社
会福祉協議会および地域包括支援センターがある．しか
し，これらの機関が地域資源情報をどのように収集管理
し，支援に活用しているか，全国的な実態はこれまでに
明らかにされていない．
　まずはこれらの実態把握に関わる研究を基礎としなが
ら，インフォーマルケアをうみだす地域資源の把握，お
よび把握の方法論の開発を進めることが求められる．

　以下に，こうした視点から筆者らがとりくんだ「地域
資源情報の活用管理に関する調査」を紹介する [₁₄]．

₂ ．「地域資源情報の活用管理に関する調査」
　地域資源情報の活用管理に関する調査を実施するにあ
たって，まず筆者らは，これまで社会福祉分野において
捉えられてきた「地域資源」についての文献を渉猟し，
地域資源の類型化を行った．また，地域のニーズを客観
的に把握するために「ケアの活動」についても同時に類
型化を行った．
　これらの類型を活用し，「地域資源情報」の把握と，
それらのケアの活動への活用に関する全国的な状況を明
らかするため，全国の市区町村社会福祉協議会（N＝₁,₇₄₁）
及び地域包括支援センター（N＝₅,₃₁₇）に対して全国調
査を行った．
　主な調査項目は，①組織の基本属性（所在自治体，職
員体制，担当圏域と他の圏域区分との合致状況等），②
地域資源情報の収集・加工・活用の概況，③当該組織が
行う支援における地域資源や機関との連携状況，④支援
内容のタイプ別にみた連携先，⑤対象者の特性別にみた，
連携先として活用される資源のパターン，⑥地域ケア会
議の開催状況，である．
　調査結果からは，全国的な地域資源や機関との連携状
況，市区町村社会福祉協議会や地域包括支援センターの
取り組み状況の差が明らかになっている．
　今回の調査は，地域の生活支援ニーズに対する地域資
源活用のエビデンス集積という要素をもつ．これらのエ
ビデンスは，地域での整備がすすめられつつある地域福
祉コーディネーターや生活支援コーディネーターの教
育・研修プログラムの開発への応用も期待されよう．

IV. 地域社会資源の捉え方 ─ イギリス “social 
prescription” の事例検討から

　前節では，筆者らが取り組んでいる研究の概容を示し，
地域医療・地域福祉をめぐる現在の状況において本研究
の有する意義について述べた．続く本節では，いったん
視点を拡大し，本稿が「地域資源」と称してきた対象と，
これに対する行政との相互関係について，あらためて再
考していく．
　地域ごとに存在する「地域資源」「社会資源」を行政
としてどのように地域保健・地域医療・地域福祉に活用
していくのか．国内外で展開されている複数の事例を見
ていくと，社会資源の位置づけ方とその活用手法には大
きなヴァリエーションが存在していることがわかる．位
置づけ方・活用方法の違いは，それら社会資源が「フォー
マルケア」としての医療・福祉サービスと結びつけられ，
一つの統合体として形成される「ケアシステム」の性格
に大きな影響を及ぼすことになる．例えば，日常生活に
おけるインフォーマルケアが中心に据えられて，これを
補完するものとしてフォーマルケアが性格づけられる場

₁ 　社会福祉協議会は，全国の市町村に在る準公的な組織であり，住民
の組織化や，地域で福祉活動を担う組織の立ち上げ，やネットワー
ク化を推進することにより，地域住民の互助的な基盤を強化するこ
とをミッションの一つとする組織である．近年は，地域や組織レベ
ルにはたらきかける活動とあわせ，それらを個別ケースの支援に結
び付ける活動も重視するようになってきている．地域包括支援セン
ターもまた，全国の市町村に設置されており，高齢者の生活支援等，
保健医療に限られない社会的支援に係る地域資源の情報を，要介護・
慢性疾患等の高齢者への支援に結び付けるコーディネート機能を担
うことが期待されている．
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合と，その逆の位置づけられ方をした場合とでは，保
健・医療・福祉の諸実践のみならず，地域の互助活動の
内容にも変化が生じることとなる．「地域資源」の位置
づけ方を注視することの重要性は，こうした理由による．
　イギリスが諸外国にさきがけてインフォーマルケアの
振興策に取り組んできたことは，これまでにも報告され
てきた [₁₅-₁₇]．イギリスのインフォーマルケア振興策
の特徴は，次の ₃ 点から理解することができる．第一に，
インフォーマルケアの一形態としての「セルフケア」の
振興が，行政レベル・草の根レベルで展開され，2₀₀₀年
代の間に一定レベルの普及・浸透が見られたこと．第二
に，セルフケアはヘルスケアの根幹をなすものとして位
置づけられ（つまり正規医療が補完する対象としてセル
フケアの基本性格が規定され），セルフケアの充実が全
体としての保健医療の成立の前提条件とされたこと．第
三に，セルフケア振興策において取り入れられてきたプ
ログラムの評価研究が重ねられてきて，施策の有効性が
示されてきたことである．しかしながら，この「評価」
のあり方については，様々な議論が繰り広げられた．
　例えば医療社会学者のMichael Buryは，セルフケアの
必要性を重視する思潮が広げられていく中で，健康に対
する「個人的責任」「個人的要因」「自助努力」が強調さ
れた結果，公衆衛生施策がその方向に偏ることに警鐘を
鳴らした [₁₈]．また，セルフケア振興施策の中で採用さ
れてきた各種のプログラムの有効性の評価も進められて
きたわけであるが [₁₉]，「症状の軽減」や「通院頻度の
減少」など，保健医療の体制にとって有益であるか否か，
という評価項目による「評価」である側面が濃厚であっ
た．つまり，保健医療の視点からのみ「セルフケア」「イ
ンフォーマルケア」が評価され，日々の生活や意識にお
いてどのような質的な変化が生じたのか，という観点が
前面に出てくることが稀であった．
　このような特徴は，イギリス保健省が示す「セルフケ

ア」の概念図（図 2 ）に現れている．この図は，ヘルス
ケアを ₁ つの総体として見たときに，セルフケアとプロ
フェッショナルケアがこれを構成すると見る概念モデル
を示すものである．注目すべき点は，ヘルスケアという
総体の中にセルフケアが含まれている点であり，かつ，
非常に大きな割合を占めている点である．図が示すよう
に，慢性疾患患者の大半はセルフケアと最小限のプロ
フェッショナルケアにより対処されるべきものと位置づ
けられ，有限であるプロフェッショナルケアが主に向け
られるべきは，ハイリスクケースや依存症の患者とされ
ていることがうかがえる．

　インフォーマルな資源として地域に暮らす人々がおこ
なうケアを「インフォーマルケア」と位置づけられてき
たが，その特性・可能性をどのように捉えるべきか，と
いう点については議論の余地が大きく残されているので
はないか．イギリスのセルフケア振興策では「保健医療
に資するもの」という性格付けが突出した半面，「健康」
や「病気」だけでは測れない地域住民の活動の多様性へ
の理解が後退し，それがイギリス社会の中での議論を呼
び起こした [2₁]．
　これと同じ図式が，既に本稿前半で述べたイギリスに
おけるsocial prescribing（社会処方箋）についても見る
ことができるだろう．ボランタリーセクターとプライマ
リケアをつなぐ取り組み “referral pathways” として，
プライマリケアの患者の非医療的ニーズ（例：社会参加，
地域交流，他）について，これを充足できる地域のボラ
ンティア・グループへと橋渡しが行われる．ここで重要
な点は，誰が橋渡しを行うのか，つまり社会処方箋を処
方するのかという点であるが，イギリスにおいてこれを
担うのがGP（general practitioner）であり，国営医療サー
ビスNHS（National Health Service）である．
　地域で築き上げられてきた各種の互助活動は，元々は

図 ₂ 　イギリス保健省の示す “Healthcare Pyramid” [₂₀]
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保健医療とは別個に，地域の文化や歴史の中で営まれ，
蓄積されてきた．今ここで，保健医療のフォーマルサー
ビス事業であるNHSが，これら「地域資源」への処方
箋を担うこととなったのは，国営サービスの財政・持続
可能性が危ぶまれることになり，その打開の可能性を持
つものとして地域の互助活動が着目されたことによる．
　このようなイギリスの動向は，今後の日本の展開を考
えるうえで示唆的である．とくに論点を挙げるとすれば
以下のようになる．すなわち，文化的・歴史的・社会的
に構成された地域の資源を，どれだけ多面的に捉えるこ
とができるか．保健医療に資する可能性は，そうした多
面的要素の中の一側面であるわけであるが，その点をど
のように取り扱うのが適切であるのか．「自助」「互助」
のための「地域資源」と称されるとき，そこには多分に
保健医療のシステムを補完するための利活用が意図され
ていることが見えてくるわけであるが，自発的にそれら
の活動を展開してきた地域住民にとって，そうした意味
合いでの性格付けがどのよう映るのか．今後の展開を注
視していく必要がある．

V. 結語

₁ ．コモンズ（共有地）の悲劇
　₁₉₆₈年にアメリカの生物学者であるGarrett Hardinが
Science誌に “The Tragedy of the Commons” と題する論
文を寄稿した [22]．コモンズとは，ある特定の人々の集
団やコミュニティにとって，生活上あるいは生存のため
に重要な役割を果たす希少資源のことである．または，
そのような希少資源を生み出すような特定の場所を限定
して，その利用に関して特定のルールを決める仕組みの
ことである．伝統的なコモンズは，漁場，海浜，河川，
灌漑用水，森林，牧草地，焼き畑農耕地など多種多様な
ものがある．
　何人かで共有している牧草地を考えた場合，その牧草
地をこれ以上利用すれば牧草が枯渇してしまうというこ
とが認識されても，牧草地の共有権を持つ一人ひとりは
家畜を殖やすことにより得られる便益が牧草地全体の悪
化によって被る被害より大きければ家畜の数を増やそう
とする．一般的に一頭の家畜を殖やすことにより獲られ
る便益は，牧草地の条件が悪化することによって被る損
失より遙かに大きいからである．したがって，牧草地の
共有権を持つ一人ひとりが合理的な行動をとっても，全
体としては牧草地が枯渇し消滅してしまうという不合理
な結果を生み出してしまうということをHardinは主張し
ている．
　以後，「コモンズ（共有地）の悲劇」を巡って，文化
人類学，環境学，社会学，経済学などの専門家の間で大
きな論争が展開されてきた．コモンズは過剰利用を避け
て最適利用を図るために賦課する混雑税のような仕組み
である．近年においては地球環境問題に対する関心の高
まりのなかでコモンズの現代的意義が改めて注目されて

お り， 持 続 可 能 な 経 済 発 展（Sustainable Economic 
Development）のあり方を議論する上で中心的な役割を
果たしている．

₂ ．社会的共通資本としてのヘルスケアシステム
　コモンズの概念は，東京大学名誉教授の宇沢弘文先生
が提唱された社会的共通資本（Social Common Capital ）
の概念に含まれるものである [2₃]．社会的共通資本とは，

「国ないし特定の地域に住むすべての人々が，豊かな経
済生活を営み，すぐれた文化を展開し，人間的に魅力あ
る社会を持続的，安定的に維持することを可能にする社
会的装置」を意味するものである．
　社会的共通資本は，自然環境，社会的インフラストラ
クチャー，制度資本の ₃ つの範疇に分けて考えられてい
る．自然環境は森林，河川，湖沼，沿岸湿地帯，海洋，
水，土壌，大気など多様な構成要因から成り立っている．
社会的インフラストラクチャーは道路，橋，鉄道，上・
下水道，電力・ガスなどから構成される．制度資本は医
療，教育，金融，司法などさまざまな制度的要素から成
り立っている．わが国のヘルスケアシステムは典型的な
社会的共通資本であり，もっとも代表的な制度資本の一
つである [2₄]．
　また注目するべき点は，社会的共通資本（この中にコ
モンズの概念が内包される）の組織や管理のあり方は，
必ずしも国家を通じて行われるものではないということ
である．一般的にコモンズは，コモンズを構成する特定
の人々の集団やコミュニティから信託された形で管理さ
れてきた．

₃ ．政策的イノベーションとしての地域社会処方箋
　わが国は，諸外国に例をみないスピードで高齢化が進
行している．₆₅歳以上の人口は，現在₃,₀₀₀万人を超え
ており（国民の約 ₄ 人に ₁ 人），2₀₄2年の約₃,₉₀₀万人で
ピークを迎え，その後も₇₅歳以上の人口割合は増加し続
け，団塊の世代（約₈₀₀万人）が₇₅歳以上となる2₀2₅年
以降は，国民の医療や介護の需要が，さらに増加するこ
とが見込まれている．また，認知症高齢者の増加も見込
まれ，地域での生活を支えるシステムの構築が重要とな
る．さらに，人口が横ばいで₇₅歳以上人口が急増する大
都市部，₇₅歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少す
る町村部など，高齢化の状況は大きな地域差が生じてくる．
　このような背景で2₀₁₄年に成立した「地域における医
療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の
整備等に関する法律」は，①医療と介護の連携強化，②
地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化，③地
域における効率的で質の高い医療提供体制の構築─など
を通じて，持続可能な社会保障制度の確立を目指すもの
である．具体的には，地域包括ケアシステムを構成する
₅ つの構成要素，「予防」「医療」「介護」「住まい」「生
活支援・福祉サービス」をうまく組み合わせて在宅生活
を支えることを目的としている．
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　経済学者ヨーゼフ・シュムペーターは「生産とは我々
が利用しうるいろいろな物や力を結合することであり，
生産物および生産方法の変更とはこれらの物や力の結合
を変更することである．そして，非連続的な新結合が現
れること，つまりイノベーションにより初めて経済発展
が生まれる」としている [2₅]．このことから，技術に限
らず，今手にすることができる「物」や「力」に当たる
ものを新しく組み合わせることにより，これまでにない
新しい価値を生み出すことが今日的なイノベーションの
解釈である．
　地域社会処方箋は地域包括ケアシステムにおいて「予
防」「医療」「介護」の ₃ つの専門的サービスとその前提
としての「住まい」「生活支援・福祉サービス」の 2 つ
の非専門的サービスをそれぞれ比較可能な標準的なコン
ポーネントに分類し，それらを数値化して新たに結合さ
せる戦略的マネジメントツールである．そのことから，
地域社会処方箋は保健医療福祉分野における政策的イノ
ベーションとして位置づけることができる．地域社会処
方箋を開発しモデル化することにより地域特性を反映し
た医療，介護，フレイル等の複合的な健康問題を現実的
に解決することが可能となり，地域包括ケアシステムの
真の成果を引き出すことができる．　
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